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監査の結果に関する報告について 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第２項並びに第７項の規定に基づき、大府市監査基準に基づ

いて、監査を実施したので、同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 監査の種類 

財務監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査 

２ 監査の対象 

財務監査及び行政監査  都市整備部（建設総務課）、水と緑の部（水緑公園課） 

公の施設の管理を行わせている団体（二ツ池セレトナ）  アクティオ株式会社 

３ 監査の着眼点（評価項目） 

財務監査及び行政監査 

 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組

織及び運営の合理化に努めているか。 

財政援助団体等監査 

当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行わ

れているか。 

４ 監査の実施内容 

実施期日 令和４年３月２５日 

実施範囲 令和２年度及び令和３年４月１日から令和４年１月３１日までに執行した事務 

（令和２年度は、補助金、交付金に関する事務及び財政的援助等に係る事務に限

る。） 

実施項目 財務監査及び行政監査 事務の執行 

財政援助団体等監査 当該財政的援助等に係る事務の執行 



５ 監査の結果 

上述のとおり監査した限りにおいて、重要な点において次の事項が認められる。 

財務監査及び行政監査 

 監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げ

るようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。 

財政援助団体等監査 

 監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が

当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。 

６ 是正又は改善が必要であると認める事項 

  改善事項 

≪水と緑の部≫ 

【水緑公園課】 

・契約関係書類の不備について 

（不適切な取扱い） 

 委託契約及び工事請負契約において、書類の不備など不適切な事務処理が多く見られた。

また、令和３年度の行政監察においても同様の指摘を受けている。 

（改善事項） 

契約事務の重要性を認識するとともに、業務の効率的な執行も含めて再発防止に向けた改

善策を講じ、契約事務の適切な執行に留意されたい。 


